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債務超過の猶予期間入りに関するお知らせ 
 

 
当社は、本日、有価証券報告書を提出し、平成 24 年 11 月期決算において債務超過となったことか

ら、本日の株式会社大阪証券取引所発表のとおり、「JASDAQ における有価証券上場規程」第 47 条第

1 項第 3 号（債務超過）に該当し、上場廃止に係る猶予期間入り銘柄となりましたのでお知らせいた

します。 

記 

 
1. 対象となる法定開示書類 

   有価証券報告書（自 平成 23 年 12 月 1 日 至 平成 24 年 11 月 30 日） 

 
2. 債務超過となった経緯 

   当連結会計年度において当社グループでは、総合投資情報サイトを活用することで競合他社と

の差別化を図るとともに、ETF に関する投資情報コンテンツの開発・販売、取引先金融機関等の投

資情報に対するニーズを適切に捉えるためのマーケティング活動、顧客基盤の拡大を図るための

営業活動を積極的に行なってまいりました。しかしながら、株式市場の低迷に加え、尖閣諸島等

の国際問題が投資意欲の減退を及ぼし、さらに金融機関のコスト削減が継続されている影響から

業績の回復には至らず、当連結会計年度における業績は低迷を余儀なくされました。また、借入

金に対する支払利息及び遅延損害金の計上、連結子会社の株式の減損処理による評価損計上に伴

うのれん償却額の計上により、営業損失 420,186 千円、経常損失 435,110 千円、当期純損失 328,654

千円を計上した結果、242,026 千円の債務超過となりました。 

 
3. 猶予期間 

   平成 24 年 12 月 1 日～平成 25 年 11 月 30 日 

 
4. 今後の見通し 

   当社グループでは、平成 25 年 11 月期より事業ポートフォリオを変革しております。収益の確

保、キャッシュ･フローの安定化、事業価値の増大に寄与する可能性のある施策を様々な角度から

検討、実施するとともに、財務基盤の確立のため、資本政策についても検討及び交渉を行ってま

いります。 

以上 


